


 

 

  

「立地適正化計画」について 
１．「立地適正化計画」とは 

２．「石巻市立地適正化計画」について 



 「届出制度」について 

＜届出の対象となる行為＞ 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

＜届出の対象となる区域＞ 
 

 

 

 

＜届出ごとの目的＞ 



 

  

 

拠点形成施設の立地に関する届出(都市再生特別措置法第１０８条) 

１．届出対象となる行為 

＜対象となる行為＞ 

 

例：病院（病床数 180 床以上）の開発行為、建築等行為を行う場合 

✕

 

 

＜拠点形成施設＞ 

 



 

 

  

３．拠点形成施設の休止または廃止に係る届出 

＜対象となる行為＞ 

 

＜届出様式＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜届出様式＞

 

２．届出が不要の行為 

＜届出が不要の行為＞ 
 

 

 

 

＜サービス拠点形成エリア＞  

新都市拠点（石巻河南 IC 周辺） 都市核拠点（石巻駅周辺） 



 

  

住宅の立地に関する届出（都市再生特別措置法第８８条） 

１．届出対象となる行為 

＜対象となる行為＞ 

 

＜届出様式＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．届出が不要の行為 

＜届出が不要の行為＞ 
 

 

 

 



 

  

届出対象となる行為の確認について 

＜届出確認フロー＞  ※随時、事前の確認を受け付けています。 

  

届出先 ・事前確認先 



 

 

  

届出様式の記載例 



 

 
  



 

 
  



 

 



 

 
  



 

 

  



 

 



 

１．届出の対象となる区域について 

  

  

２．届出の対象となる行為について 

  

  

  

  

  

  

  

  

届出に関する Q&A 



 

  

  

  

  

  

３．届出の期日について 

  

  

  

 

  

  

４．提出書類について 

  

  

  

  

 

 



 

５．その他全般について 

  

  

  

  

  

  

 


